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◎理　事　会

◎通常総代会

※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いいたします。詳細につきましては後日ご案内をお送りいたします。

2019年度  長野県中小企業団体中央会
理事会・通常総代会開催のお知らせ

日時  2019年４月24日（水） 午後０時30分  場所  長野市 「ホテル信濃路」

日時  2019年５月23日（木） 午後２時　　　 場所  長野市 「ホテルメトロポリタン長野」

M O N T H L Y  R E P O R T

知恵と力を合わせて信州を元気に

第50�号　平成31年３月10日ൃ行
ಡ料年間ߪ 3,000 円（ফඅ税・ૹ料ࠐΈ）
発行人　佐々木正孝

発行所　長野県中小企業団体中央会
　　　　長野ࢢ中ޚ所Ԭ田町 131-10
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　　　　TEL.026-22�-11�1
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☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ ͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　  ϥΠϑελΠϧͷݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍LH ͷ $0� ʡݮ

　産業雇用安定センターは、昭和62年３月、労働省（当時）と経済・産業団体の協力で発足し、
以来30年以上「失業なき労働移動」に取り組み、人材紹介を無料で行っています。

■求人の企業様には、当センター登録の人材をご紹介します。

■出向受入をお考えの企業様には、出向送出企業様をご紹介します。

■自己都合・会社都合の退職者への再就職協力ができます。企業様からのご依頼で対応します。
　※人材・企業様の情報は、不利益にならないように慎重に対応します。

〒380-0921
長野県長野市栗田源田窪1000-1　
長栄長野東口ビル３階
公益財団法人 産業雇用安定センター
長野事務所

（長野駅東口徒歩約５分）
TEL 026-229-0555
FAX 026-229-0333
http://www.sangyokoyo.or.jp

ご利用無料

　　　公益財団法人産業雇用安定センターは
全国ネットで人材紹介します!!
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２	 ಛू̍
	 	平成30年度補正ものづくり・商業・サー

ビス生産性向上促進補助金の公募開始
８ ಛू２
  消費税率の引き上げに伴う補助金とガ
イドラインのご案内

10 தԝձΠンϑΥメʔγϣン

14 શதΠンϑΥメʔγϣン

15 市ொଜͷΠνΦγʂ
	 信濃町
ҳ͔͢Βͣػ 16
 デイリーフーズ株式会社（坂城町）
	 株式会社ミツルヤ製作所（松本市）
18 ห࢜ޢͷ
 「事業承継」まとめ

৴ೱொ

ொʪදࣸࢴਅʫށچτンωϧ
ॳ࠷Εた͞した日ຊで۷20年に࣏τンωϧは໌ށچ　
のַࢁτンωϧです。ฏ2�年にશࠃ木ֶ会ਪによΔ木
Ҩ産にબ定͞Εており、日ຊ人によΔࢪτンωϧのݩにڍ
͛らΕΔ༝ॹ͋Δのです。ࡏݱはொಓとして΄΅当時のまま
の࢟で׆用͞Εています。
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　「平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」から始まった国の施策で、日
本の屋台骨を支える中小企業・小規模事業者への支援策として活用される補助金の通称です。今年度も
２月18日より「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が開始され
ています。
　「ものづくり補助金」の実施も７年目となりました。当初は中南信地区での採択件数が多数を占めてい
ましたが、近年では東北信地区での採択件数も増加傾向にあり、県内全域の様々な企業で「ものづくり
補助金」を活用いただいています。過去の採択件数等は以下の表のとおりです。
　長野県内にお͚Δ࠾݅

　過去の補助事業に要した経費の総額では、約338億円。補助金額では約167億円です。
　前回の「平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の採択数は１次公募及
び２次公募合計で362件（交付申請辞退等14件含む）でした。採択率は非公表ですが、長野県は全国でもトッ
プクラスの採択率となっています。
　また、平成29年度補正のものづくり補助金に関する採択状況としては、採択事業者の規模としても、
小規模・零細企業での採択件数が徐々に増えてきており、平成29年度補正のものづくり補助金で、初め
て本補助金事業を実施する事業者も増加傾向にあります。建設業や農業など、製造業だけでなく、様々

　　　ฏ30年ิਖ਼ͷͮ͘Γɾۀɾ
αʔϏεੜ্ੑ࢈ଅਐิॿۚͷެื։࢝
　平成24年度補正予算で実施されてから、「ものづくり補助金」は、中小企業・小規模事業者の設備
投資・経営革新を促すために平成30年度補正予算まで引き続いて実施されてきました。
　本事業では、全国中小企業団体中央会が事務局として選定されており、本会は地域事務局として長
野県内の企業からの申請を受け付けています。
　地域事務局は、長野と諏訪に拠点を置き、総勢26名で「ものづくり補助金」に関する事業に取り
組んでいます。

　　　　　　特集  1

年　 ݅࠾ ิॿ事業にཁした経අ（੫ൈき） ิॿֹۚ

平成24年度 339 5,039,560,057 2,839,362,262

平成25年度 381 7,578,264,591 3,650,396,515

平成26年度 340 5,775,259,068 2,945,881,477

平成27年度 194 4,563,688,936 2,500,659,228

平成28年度 159 4,157,525,886 1,932,502,374

平成29年度 348 6,694,833,863 2,867,583,299

合　計 1,761 33,809,132,401 16,736,385,155

※平成29年度は一部集計中の数字です。

～事業協同組合や企業組合、協業組合等も対象になります～

ಛू̍ɹฏ30ิਖ਼ͷͮ͘ΓɾۀɾαʔϏεੜ্ੑ࢈ଅਐิॿۚͷެื։࢝
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な分野の事業者による利用が進んでいることが前回の特徴として挙げられます。
　これらの「ものづくり補助金」は、一般の企業だけでなく事業協同組合や企業組合、協業組合等でも
応募申請することができます。補助対象者の範囲は以下のとおりです。
　平成30年度補正のものづくり補助金の対象者は、日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者に
限ります。
　なお、平成30年度補正のものづくり補助金における中小企業者とは以下の表で示しています。ものづ
くりに関する事業で申請される方は【ものづくり技術】の類型欄を、サービスに関する事業で申請され
る方は【革新的サービス】の類型欄をそれぞれの「業種・組織形態」とあわせてご確認ください。

ʕ ํੜ࿈ܞʹΑΔҬྗΞοϓͱྗڧͳൃ৴ ʕ

注１．組合関連は上記のいずれかが補助対象者となります。
注２�．その直接又は間接の構成員の３分の２以上が5,000万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、１億円）以下の金額をその資本金の
額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人）以下の従業員を使用す
る者であるもの。

注３�．その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時
300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる
酒類販売業者の３分の２以上が5,000万円（酒類卸売業者については、１億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又
は常時50人（酒類卸売業者については、100人）以下の従業員を使用する者であるもの。

注４�．その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の３分の２以上が３億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人
又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

注５．財団法人（公益・一般）、社団法人（公益・一般）、医療法人、社会福祉法人、法人格のない任意団体は補助対象となりません。

業छ・組৫ܗଶ
ຊۚࢿ ै業һ のͮ͘りٕज़ ֵ৽తαーϏε

ຊのֹຢはࢿ）
ग़ࢿの総ֹ） ৗۈ （中小企業ののͮ͘りج൫

ٕज़のߴԽにؔすΔ๏） （中小企業経ӦڧԽ๏）

資
本
金
・
従
業
員
規
模
の
一
方
が
右
記
以
下
の
場
合
対
象

（
個
人
事
業
主
を
含
む
）

製造業、建設業、運輸業 3億円 300人 〇 〇

卸売業 1億円 100人 〇 〇

サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅
館業を除く)

5,000万円 100人 〇 〇

小売業 5,000万円 50人 〇 〇

ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製
造業並びに工業用ベルト製造業を除く）

3億円 900人 〇 〇

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人 〇 〇

旅館業 5,000万円 200人 〇 〇

その他の業種（上記以外） 3億円 300人 〇 〇

組
合
関
連

企業組合 〇 〇

協業組合 〇 〇

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 〇 〇

商工組合、商工組合連合会 〇 〇

商店街振興組合、商店街振興組合連合会 × 〇

水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 〇 〇

生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 × 〇
＊注２参照

酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 × 〇
＊注３参照

内航海運組合、内航海運組合連合会 × 〇
＊注４参照

技術研究組合
（直接又は間接の構成員の３分の２以上が中小企業者であるもの） 〇 〇



　長野県内での組合による「ものづくり補助金」の活用事例をご紹介します。

�

ಛू̍ɹฏ30ิਖ਼ͷͮ͘ΓɾۀɾαʔϏεੜ্ੑ࢈ଅਐิॿۚͷެื։࢝

ฏ��ิਖ਼̡࣮ࢪ ֵ৽తαーϏεʳ 組合名 浅麓工業企業組合

代 表 理 事 桜庭　哲也 住　所 長野県小諸市甲1843-3

組 合 事 業 ①し尿収集運搬
②浄化槽・下水道処理施設維持管理

計 画 名 し尿収集・浄化槽維持管理を合理化し、下水道インフラ点検事業に参入

計画の概要

ฏ��ิਖ਼̡࣮ࢪ ֵ৽తαーϏεʳ 組合名 企業組合山人

代 表 理 事 奥村　健二 住　所 長野県伊那市福島1147番地2

組 合 事 業 ①森林整備、農作業の作業受託
②ブリケット（人工薪）の生産販売

計 画 名 バイオマス資源を活用した人工薪の製造と販売

計画の概要

　林業現場の伐採作業を行った際に放置される枝葉等を小型粉砕機にかけた
もの、廃棄物処理されていた製材所から出るカンナ屑、もみ殻等の未利用バ
イオマス燃料を混ぜて圧縮し、人工薪として製品化し販売を行っている。こ
のために補助金を利用して以下の機械を導入し、事業化した。

　ブリケット製造機の製品出口の金型を改良し、従来の丸形から、当社オリ
ジナル商品の四角形のブリケットが製造可能となった。今回試作した製品に
ついては申請当初より検討していたもみ殻を約１割混合した当社独自の人工
薪を作成した。

新たなサービス・役務の提供
　し尿収集・浄化槽維持管理システムを導
入し、し尿処理、浄化槽維持管理業務を抜
本的に合理化し、ペーパーレス化・ボーダー
レス化（部課の垣根を払う）を実施した。

　職員全員に浄化槽の国家資格である浄化
槽管理士、下水道管理の資格である下水道
管理技士の資格を取得（現在進行中）。

　下水道管路の点検業務に参入を目指す。

組合導入計画
タブレット：12台
ハンディープリンター：12台

参考：テレビカメラ調査

最新型粉砕機の導入 ブリケット製造機の導入

粉砕機によって粉砕された
人工薪の原材料となるもの
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　このように、組合においても「ものづくり補助金」が効果的に活用されています。
　２月18日より公募を開始している平成30年度補正のものづくり補助金については、本会が長野地域事
務局を担っています。また、本補助金に関する公募説明会を以下の日程で開催します。

　〇飯田会場
　　日　時　　平成31年３月13日（水）　午後１時30分～３時30分
　　場　所　　シルクホテル　　　　　　　TEL	0265-28-1110
　〇上田会場
　　日　時　　平成31年３月20日（水）　午後１時30分～３時30分
　　場　所　　上田東急REIホテル　　　　TEL	0268-24-0109
　〇松本会場
　　日　時　　平成31年４月10日（水）　午後１時30分～３時30分
　　場　所　　ホテルモンターニュ松本　　TEL	0263-35-6480

ʕ ํੜ࿈ܞʹΑΔҬྗΞοϓͱྗڧͳൃ৴ ʕ

ฏ��ิਖ਼̡࣮ࢪ ͷͮ͘Γٕज़ʳ 組合名 北信地域材加工事業協同組合

代 表 理 事 峯村　宗次 住　所 長野県長野市大字穂保字中ノ配341番地1

組 合 事 業 ①素材及び製材品の共同購入
②住宅建築資材の共同加工

計 画 名 工務店の住宅建設現場での騒音・ゴミ処理の軽減、および人材不足等への支援

計画の概要

　組合では、工務店のニーズに対応するために当組合の羽柄材の加工体制の
見直しや加工処理能力などの課題があった。
　「環境保全・作業の安全および作業時間の短縮」を確保するため、羽柄加工
機をプレカット工場に導入し、作業工程を改善することで、環境にやさしく
短納期を実現する工法を開発した。
　現有設備では手作業の工程も新設備では機械化されるため、垂木・根太・
間柱の加工量が大幅に増加。特に間柱の加工には欠取り（筋違と交差する個
所をカットすること）作業があり、旧型機では工程が手作業だったために1本
当たり約3分・1時間当たり20本程で１戸当たり約80個所ある加工部位に４時
間程加工時間が加算されていたが、大幅な時間短縮が実現できた。

　お申込方法の詳細につきま
しては、本会「平成30年度
補正ものづくり・商業・サー
ビス生産性向上促進補助金公
募説明会」のページをご覧く
ださい。URL　http://www.
alps.or.jp/mono30/?p=39
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１．補助対象事業
　	　足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組む生
産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の
経費の一部を補助する。

２．補助対象者
　	　認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件
のいずれかを満たす者。
　	　「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービス
の創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経常利益」
年率１%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづ
くり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で、「付加価値額」
年率３%及び「経常利益」年率１%の向上を達成できる計画であること。

３．事業概要

ಛू̍ɹฏ30ิਖ਼ͷͮ͘ΓɾۀɾαʔϏεੜ্ੑ࢈ଅਐิॿۚͷެื։࢝

対経අの۠
ิॿ上ֹݶ

（ิॿԼֹݶ）
ิॿ

１．一般型（※１）（※２）

　　	機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラ
ウド利用費

1,000万円
（100万円）

２分の１

２．小規模型（※１）（※２）

　	　	機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委
託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、
クラウド利用費

500万円
（100万円）

小規模事業者
３分の２

その他
２分の１

※１　本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合�補助上限額30万円アップ
※２　以下のいずれかの場合には補助率�２／３
　　　・���生産性向上特別措置法（平成�30年法律第�25�号）に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する

事業者が、平成�30年12月21日の閣議決定後に先端設備等導入計画を新たに申請（計画変更含む）し認定を取得した場合
　　　・���３～５年で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％に加え、「従業員一人当たり付加価値額」（＝「労働生産性」）年率３％を向

上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合

　　　　　ड  ։ ɿ����݄̎��ʢ݄ʣ࢝
　　　　　ୈೋ࣍కɿ����݄̑���ʢਫʣʤফҹ༗ޮʥ
　詳細は、本会「平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」
のページをご覧ください。URL　http://www.alps.or.jp/mono30/

公募期間

ਃडதฏ30年ิਖ਼
ͷͮ͘ΓɾۀɾαʔϏεੜ্ੑ࢈ଅਐิॿۚ
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　こちらの事業は、平成31年度当初予算の成立が前提となっており、今後内容等が変更になる可能性が
ありますのであらかじめご了承ください。また、本事業の詳細につきましては、中小企業庁のホームペー
ジをご確認ください。URL http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/index.html

１．補助対象事業
　	　「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小企業・小規模事業者等に
広く普及させるため、また、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波及効果をより高める
ため、複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・
試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部を補助することにより、中小
企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的とする。

２．補助対象者
　	　認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件
のいずれかを満たす者。
　	　「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービス
の創出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経常利益」
年率１%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづ
くり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、３～５年で、「付加価値額」
年率３%及び「経常利益」年率１%の向上を達成できる計画であること。

３．事業概要

　

ಛू̍ɹฏ30ิਖ਼ͷͮ͘ΓɾۀɾαʔϏεੜ্ੑ࢈ଅਐิॿۚͷެื։࢝ ʕ ํੜ࿈ܞʹΑΔҬྗΞοϓͱྗڧͳൃ৴ ʕ

対経අの۠
ิॿ上ֹݶ

（ิॿԼֹݶ）
ิॿ

１．企業間データ活用型（※１）

　　	機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラ
ウド利用費

2,000万円
（100万円）

２分の１（※２）

２．地域経済牽引型（※１）

　　	機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラ
ウド利用費

1,000万円
（100万円）

２分の１（※３）

※１　本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合�補助上限額30万円アップ
※２　以下のいずれかの場合には補助率２／３
　　　・���生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事

業者が、平成30年12月21日の閣議決定後に先端設備等導入計画を新たに申請し認定を取得した場合
　　　・���３～５年で、「付加価値額」年率３％及び「経常利益」年率１％に加え、「従業員一人当たり付加価値額」（＝「労働生産性」）年率３％を向

上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合
　　　　（上記の法律に基づく計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定）
※３　以下のいずれかの場合には補助率２／３
　　　・���労働生産性年率３％を向上する地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申

請し承認を受けた場合
　　　　（上記の法律に基づく計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定）

ฏ31年ॳ༧ࢉ
ͷͮ͘ΓɾۀɾαʔϏεߴ࿈ܞଅਐۀࣄ

ࠂલ༧ࣄ
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　本年10月１日から消費税率が引き上げられ、軽減税率も導入されます。それに伴い、レジや受発注システムを導入・
改修する補助金制度が用意されています。
　また、消費税率の引き上げ前後に柔軟に価格付けができるよう、政府において「消費税率の引き上げに伴う価格
設定について（ガイドライン）」が取りまとめられました。

　補助金の詳細は、こちらのURLをご確認ください。

　また、「消費税率の引き上げに伴う価格設定について
（ガイドライン）」がこちらのURLで公開されています。

ফඅ੫ͷҾ্͖͛ʹ͏
ิॿۚͱΨΠυϥΠンͷ͝Ҋ

特集  2

ಛू̎ɹফඅ੫ͷҾ্͖͛ʹ͏ิॿۚͱΨΠυϥΠϯͷ͝Ҋ

ʻܰݮ੫ରԠϨδͷಋೖࢧԉʼ
　対 象 者：軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等
　補 助 率：原則　３／４
　　　　　　なお、３万円未満のレジ購入の場合　４／５
　補助上限：レジ１台あたり20万円、券売機１台あたり20万円（※１）

　　　　　　なお、商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円
　　　　　　１事業者あたり上限200万円
　　　　　　※１　2019年２月６日から券売機を補助対象化
　完了期限：2019年９月30日まで

ʻडൃγεςϜͷվमࢧԉʼ
　対 象 者：軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小

売事業者、卸売事業者等
　補 助 率：原則　３／４
　補助上限：1,000万円（発注システム）、150万円（受注システム）
　完了期限：2019年９月30日まで
　　　　　　システム会社に改修を依頼する場合は、2019年６月28日までに事前申請が必要

ʻٻॻཧγεςϜͷվमࢧԉʼ　2019年２月６日から補助対象化
　対 象 者：軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム（※２）の改修等を行う必要がある中小の卸売事業者、

製造事業者等
　　　　　　※２　区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行を行うシステム
　補 助 率：原則　３／４
　補助上限：150万円
　完了期限：2019年９月30日まで

��

10�

ର͕֦େࡦԉࢧ੫ʹରԠͨ͠Ϩδͷಋೖɾվमݮܰ

63-����IUUQT���XXX�HPW�POMJOF�HP�KQ�
UPLVTZV�LFJHFO@[FJSJUTV�PUIFS�
JNH���������@HVJEMJOF�QEG
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ガイドラインに関する具体的な例・イメージ

価格設定に関する考え方（ガイドライン１．関係）

別紙

宣伝・広告に関する規制

その他（ガイドライン３．関係：税抜価格として表示できる例）

税込価格と誤認されないための措置の具体例 （総額表示義務の特例関係）

① 個々の値札等において税抜価格であることを明示する例

○○○円（税抜価格） ○○○円（本体価格） ○○○円＋税 ○○○円＋消費税○○○円（税別）

② 店内における掲示、チラシ等における表示により一括して税抜価格であることを
明示する例

個々の値札等又は個別の商品価格の部分には、「○○○円」と税抜価格のみを表示
し、別途、消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に以下のよう
な表示を行うことが考えられる。

当店（本チラシ）の価格は全て税抜表示となっています。

禁止される表示×
「消費税還元セール」など、消

費税と直接関連した宣伝・広

告は禁止

禁止されない表示○
「10月1日以降○％値下げ」などの表

示は問題ない

適正な転嫁の確保（ガイドライン２．関係）

転嫁拒否等の行為

転嫁Gメンによる監視
関係機関による周知

（転嫁拒否する側）
小売事業者
下流の事業者

（転嫁拒否される側）
下請事業者
上流の事業者消費税増税分の減額要請

利益提供の要請 など

ΨΠυϥΠンʹؔ͢Δ۩ମతͳྫɾΠメʔδ

ʷ
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ʮ߹·ͭΓJO�50,:0ʕதখا業ͷັྗൃ৴ʂʕʯग़ల
ʙ͍ーͣΒେொಛ産ؗࣄ業ڠಉ߹ɾڠಉ߹தԝܦ༑ձɾݝञڠಉ߹ʙ
　１月30日・31日の２日間、東京国際フォーラムのホールＥに
て東京都中央会の主催で開催された「組合まつりin	TOKYO」に
長野県から３組合が出展しました。
　昨年に引き続いての開催となった「組合まつり」には、東京都
中央会の会員と全国の中小企業組合を合わせた117組合が出展。
２日間で約6,000人が来場しました。
　中小企業世界発信プロジェクトの一環として、東京都を中心
に全国の中小企業組合を集め、組合の知名度アップや組合産品の展示や販売を通じた販路拡
大の、また地域の魅力発信として、全国一体となったイベントで、新たなビジネスチャンス
創出の場を提供することを目的として開催されています。

　出展したいーずら大町特産館事業協同組合からは組合理事で
特産館の丸山祥子館長、協同組合中央経友会からは事業部の田
中尚志部長が販売に立ち、各組合の商品を来場者に売り込んで
いました。丸山館長は「大町のいいものをなるべくたくさん知っ
てもらいたい」、田中部長は「安曇野産の美味しいベリーを味
わってもらいたい」と話され、どちらのブースも試飲や試食が
できるとあって、大勢の来場者が訪れ賑わっていました。

࿈߹ͱͷ࠙ஊձΛ։࠵
　２月15日、長野市「ホテル国際21」にて、連合長野（日本労
働組合総連合会長野県連合会）と春季生活闘争申し入れ懇談
会を開催しました。
　本会より唐沢政彦会長代行、阿部・黒岩・髙木副会長を
はじめ労働問題協議会役員、長野地方最低賃金審議会委員、
長野県労働委員会委員など12名が出席。連合長野から中山
千弘会長、副会長、事務局長など合わせて10名が出席し、
中山会長から唐沢会長代行への申し入れを受け、活発な意見交換を行いました。
　本会の会員構成員事業所を対象として年に２回、１月と７月に実施している景況アンケー
トでは、前年同時期に比べ景況感を「良い」と回答した事業所が減少していることを説明し、

戦後最長の景気回復は地方と中小企業へ
の波及の実感がないまま、米中経済摩擦
や中国の景気減速など不安定な要素が増
加している現状が伝えられました。
　要求基準等に関しては、慢性的な人材
不足におかれて、働き方改革へ対応して
いる中小企業・小規模事業者の現状を考
慮していただくよう理解を求めました。

協同組合中央経友会の田中部長

いーずら大町特産館の丸山館長
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　　　　　　৽य़ྫ߃ͷ͖ͭେձΛ։࠵
��ʙԘ৲େళ֗ৼڵ߹ʙ

　１月２日、大門一番町の商業施設ウイングロードの前で新春恒例の餅つき大会が開催され
ました。新春の初売りに合わせ組合が企画するもので、今年も多くの家族連れが参加し、大
いに賑わいました。
　臼を囲んで「よいしょ！よいしょ！」の掛け声とともに、参加者は今年１年の抱負や家族の
健康を願いながら、子供だけでなく大人も交じって参加者が順番に餅をつき、もち米がつき
あがって餅になっていく様子を楽しみました。
　つきたての餅はあんこやきなこ、大根おろしを付けて初売りに訪れた買い物客や参加者に
振舞われ、こしがあって滑らかで美味
しいととても好評でした。
　餅つきは、塩尻菓子工業組合有志の
協力のもとで行われており、主催した
組合の浜行雄理事長は、「毎年新春の
恒例行事となり、楽しみにされている
方も多い。今年も１年、地域が幸せで
元気になるよう、商店街も一丸となっ
て取り組んでいきたい」と今後の抱負
を述べられました。 臼と杵での餅つきを楽しむ参加者

　　　　　　ઍੴҴՙͰॳࡇޕΓΛ։࠵
��ʙೆੴಊொళ֗ৼڵ߹ʙ

　２月２日、長野市南石堂町の千石稲荷にて、「千石稲荷初午祭り」
が開催されました。これは、千石・末広・南石堂・北石堂界隈の商
売繁盛と家内安全を祈願する神事です。
　近年では、「街がスポーツを育て、スポーツが街を活性化させる」
という善光寺口商店会の地域スポーツへの理念のもと、AC長野パ
ルセイロの活躍を応援する『パルセイロ必勝祈願』も執り行っており、
毎年パルセイロサポーターをはじめ多くの方が今年１年の安寧を願い参拝に訪れています。
　今年の初午祭りにもAC長野パルセイロの堀江三定社長にＪ２昇格と必勝を祈願し必勝ダ
ルマを贈呈しました。
　また当日の参拝者には昨年に引き続き、パルセイロカラーの限定ミニ達磨を贈呈し、天気

にも恵まれたため、大勢のパルセイロファンがこのミ
ニ達磨を求めて列をなしていました。
　早川房義理事長は、「伝統行事として続いてきた初
午祭りも、最近ではAC長野パルセイロと連携するこ
とでさらに活気を増している。これからも地域の伝統
行事として末永く続けていきたい」と意気込みを話さ
れました。

ళ֗׆ಈհ

ళ֗׆ಈհ
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౷తܳΛలࣔ͠·ͤΜ͔
　長野県には、国指定・県指定をはじめとした伝統的工芸品が数多く伝わっています。応接室などに
県内の伝統的工芸品を展示しませんか。ご興味のある組合・企業様と産地とのつなぎ役を本会が行い
ます。ご希望のある組合・企業様はぜひ本会までお問い合わせください。

経済産業大臣指定  伝統的工芸品（７品目）

　

長野県知事指定  伝統的工芸品（15品目）

　

おい߹Θͤઌ　本会　連携開発部　TEL	026-228-1171

松本空港での
伝統的工芸品の
展示の様子

木曽漆器 信州紬 松本家具

飯山仏壇

信州打刃物南木曽ろくろ細工内山紙

曲物

軽井沢彫

信州手描友禅

蘭桧笠

秋山木鉢

飯田水引

お六櫛

信州竹細工

松代焼

木曽材木工芸品

信州鋸

栄村つぐら

長野県農民美術

あけび蔓細工

信州からまつ家具
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信州あいサポート運動

信州あいサポート運動とは…
誰もが、多様な障がいの特性、障がいのある方への必要な配慮、障がいの有無にかかわらず共に生き

る社会のあり方などを理解して、障がいのある方に対してちょっとした手助けや配慮を実践することに
より、障がいのある方が暮らしやすい地域社会（共生社会）を県民の皆さんと一緒につくっていく運動
です。

～ 障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指して ～

［ あいサポーター研修の内容（ 分）］ 信州あいサポート運動について（趣旨を説明、 分）
障がいについて理解しましょう（ＤＶＤの視聴、 分） 簡単な手話 （日常で使う簡単な手話を学ぶ、 分）

あいサポート企業・団体
を募集しています

あいサポート企業･団体 とは
「信州あいサポート運動」の趣旨に賛同

いただき、障がい特性を学ぶ社員教育などに
取り組む企業･団体を「あいサポート企業･
団体」として県が認定します。

～ できることから ご参加ください ～

あいサポート企業･団体になるには
社員を対象にした「あいサポーター研修」を

実施（県が講師を派遣します）するとともに、
例えば、次のような取組をしていただくことで
あいサポート企業・団体になることができます。
○ 社員を対象とした「あいサポートバッジ」の

着用推奨
○ 社員にパンフレット「障がいを知り、共に生きる」

を読むことの推奨
○ 広報物、ホームページでの信州あいサポート運動

の取組状況の掲載

あいサポーター とは
多様な障がいの特性、障がいのある方が

困っていること、障がいのある方への必要な
配慮などを理解して、日常生活において障が
いのある方が困っているときなどに、ちょっ
とした手助けをする意欲がある方であれば、
誰でもなることができます。

信州あいサポート運動の詳細については、お気軽に下記までお問い合わせください。

企業の 活動※を応援します
※企業の社会的責任

認定企業・団体には「認定証」を交付するほか、
積極的な取組姿勢を県が広く紹介します。
○ 報道機関への情報提供
○ 県のホームページでの紹介
○ イベント等での紹介 など

【申込先・お問い合わせ】 「信州あいサポート運動」で

〒 － 長野市大字南長野字幅下 長野県健康福祉部障がい者支援課社会生活係

（電話）026-235-7108 （FAX）026-234-2369 （e-mail）fuku-shakai@pref.nagano.lg.jp

検索
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全 中 シ ョ ンイ ン フ ォ メ ー

●税制・商業合同専門委員会を開催
　全国中央会は、１月28日、税制・商業合同専門委員会を開催しました。
　同委員会では、冒頭に大村会長から挨拶があった後、平税制専門委員長（千葉県中央会
会長）の開会挨拶および進行のもと、第70回中小企業全国大会での決議要望の結果報告が
行われたほか、中小企業庁小島商業課長から「中小商業支援策等について」と題して、中小
企業・小売業の現状、商店街の状況、商店街向け支援策、中小企業・小規模事業者関連予
算案概要等に関して講話をいただきました。講話後には、その内容について出席した委員
から質疑応答、意見交換が行われました。最後に熊坂税制専門副委員長の挨拶により閉会
しました。

●髙橋専務理事、「中小企業政策審議会基本問題小委員会」に出席
　髙橋専務理事は、２月５日、経済産業省で開催された「中小企業政策審議会基本問題小
委員会」に小正委員（全国中央会副会長／鹿児島県中央会会長）の代理として出席しました。
　同小委員会では、中小企業の強靭化に向けた取組みや、事業承継・創業政策、平成31年
度中小企業関係予算および税制改正案等について討議が行われました。
　髙橋専務理事は、中小企業・小規模事業者強靭化対策パッケージにおいて、組合も公的
認定制度等の対象となることを確認する等の発言をしました。

●全国中央会、自民党「競争政策調査会」において意見陳述
　全国中央会は、２月８日、自由民主党の競争政策調査会における独占禁止法改正法案団
体ヒアリングにおいて、及川事務局次長が意見陳述を行いました。
　及川事務局次長は、改正法が中小・小規模企業に悪影響を与えないよう、メモ取り等の
防御権を確保すること等が重要である旨を発言しました。
　同調査会では、自民党の岸田政調会長より、GAFA等のデジタルプラットフォーマーに
対するデータ独占の規制や、同分野にベンチャー企業が新規参入できる環境整備などの提
言を今春にまとめるよう要請がありました。

શࠃ中央会　େଜ会長  ੫੍ઐҕһ会　ฏҕһ長  中小企業ி　小ౡ業՝長

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
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信州ならではの特色ある市町村のイチオシをご紹介します。

৴ೱொষ
（昭和��年�月30日੍定） ৴ೱொ13ΩϟϥΫター「Ұ Μ͞」

4IJOBOP�5PXO

信濃町
市町村の

イチオシ！

ୈ��ճ

　信濃町では、森林セラピーを主軸とした「癒
しの森®」事業を行っています。森林セラピー
とは、森林環境が人の心と身体を癒す効果につ
いて医学的検証を行い、森林を心と身体の健康
に活かそうという試みです。その効果はストレ
スホルモンの減少、免疫活性の増加など多岐に
わたります。町では独自の「森林メディカルトレーナー」を養成し、小川に
素足で入るなどの水療法をはじめ、様々な「癒しの森プログラム」を実施、
2003年の事業開始から多くの企業や団体と提携しご利用いただいています。

　「森と人との共生」をテーマに自然豊かな森林資源を活用した家づくり「フォ
レスタイルしなの」に取り組んでいます。伐採体験や植樹体験など森づくり
を取り入れ、地域工務店や建築士と連携した家づくりは、暖かく健康で暮ら

すことができる省エネ独自基準を設けております。建
築場所に制限はなく全国どこでも施工できます。住宅
建築のご成約者には、町産材の活用補助金や地元特産
物など総額50万円相当をプレゼントしています。今後
も地域の関連産業活性化に向けて展開していきます。

　信濃町は、伝統的工芸品に指定された「信州打刃物」の産地です。信州打刃
物とは、およそ450年前の川中島合戦当時、越後から往来した刀匠が武具刀剣の

修理をし、里人がここから鍛冶の技術を習い、そ
の後、農具である鎌を打ったことが始まりです。
鍛冶職人の技術は代々引き継がれ、「信州打刃物」
を代表する「信州鎌」は生産の９割を占め、この
ほかに出刃包丁やそば切包丁、鉈、鍬などを製造
し、現在は海外への販路拡大を目指しています。

　北信五岳（黒姫・斑尾・妙高・飯綱・戸隠）に囲まれた信濃町は長野県の北端に位置し、四季折々で
豊かな表情をみせる黒姫高原やナウマンゾウで有名な野尻湖など雄大な自然が出迎えてくれる町です。

৴ೱொʹは
Ͳ͜Ζ͕ݟ

ͨ͘͞Μ͋Γ· ʂ͢

【一茶記念館】

【道の駅しなの】

【ナウマンゾウ博物館】

【直売所�いっさっさ】

【黒姫童話館】

信濃町長
ԣ 正

雄大な山並みに抱かれ、花
静かなる田園の広がる自然、
そばやトウモロコシなどお
いしい農作物に恵まれ、ま
た、ナウマンゾウなどで知
られる野尻湖湖底発掘や俳
人小林一茶の生誕、終焉の
地であるなど歴史と文化の
町でもあります。

৴भଧਕ

ϑΥϨεタΠϧ͠ͳͷ

༊͠ͷ

しͳのまͪɺͲΜͳまͪʁ

【問い合わせ】
信濃町役場産業観光課�
商工観光・癒しの森係�
TEL�026-255-3114

【問い合わせ】信州打刃物工業協同組合�TEL�026-255-6391【HP】http://www.alps.or.jp/uchihamono/index.html
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一貫して「安全・安心とおいしさ」にこだわり、
「生よりおいしい」製品と技術力で高い評価。
ʮ҆શɾ҆৺ͱ͓͍͠͞ʯʹͩ͜Θͬͯ

　「当時は合成添加物
の全盛時代。しかし時
代は大きく変わると感
じていました。勤めて
いた大手ジャムメー
カーが倒産後、安全・
安心な製品を作ってい
こうと創業しました」
　そう話すのはデイ
リーフーズの髙松宏副
会長。1970年、高見澤
正代表取締役会長と二
人で会社を立ち上げ、
主に開発製造部門に携
わって会社をけん引してきました。
　同社は創業以来一貫して「安全・安心とおいし
さ	Made	 in	長野」にこだわり、ジャムやシロッ
プ漬け、フルーツプレパレーション（業務用）、
ジュース及びピューレなど、国産、地元産にこだ
わったフルーツ・野菜の加工品の製造販売を行っ
ております。創業間近に商品化したストロベリー
グラッセが今でも根強い人気を誇っているほか、
植物性乳酸菌により原料を発酵させた「発酵ジャ
ム」もオリジナル商品として好評を博しています。
　長野、東京にある自社カフェ「アップルファー
ム」では新しい商品やレシピを消費者に提案する
とともに、消費者の声を商品開発に活かしていま
す。さらにグループの農業生産法人がさまざまな
フルーツや野菜を生産し、長野工場内にある大き
な温室では安心・安全でおいしい原材料の栽培研
究も行っています。

ʮੜΑΓ͓͍͍͠ʯ͕ΩϟονϑϨʔζ

　「手間のかかるこ
と、面倒くさいこ
と、人のできない
こと、そして人の
やらないこと。そ
れらに挑戦するこ
とをつねに目標に

してきました」と
髙松副会長。他社
との差別化戦略は
さまざまな先進的技術開発につながっています。
　例えば、食材に直接通電し自己発熱させること
で短時間加熱殺菌を可能にした「DFCジュール
加熱殺菌」。素材の色や香りを活かす技術が高く
評価され、日本食糧新聞社主催の「新技術・食品
開発賞」をはじめ多くの表彰を受けています。
　また生に近い食感と味を持つ画期的な製品が期
待できる中高圧処理による殺菌浸透加工技術に
チャレンジ。平成28年度ものづくり補助金を活用
し、商品としての生産量を確保できる50リットル
処理槽を持つ高圧処理装置を導入。あんずやほお
ずきのシロップ漬けなどで品質向上が認められて
います。
　「装置の導入により、素材そのもののおいしさ
をより引き立てる製造体制が整いました。『生よ
りおいしい』をキャッチフレーズに、商品化を目
指して取り組んでいます」
　研究開発の対象は容器にも及び、軽くて割れな

い日本初のPETボ
トル入りのジャムを
開発。環境負荷を低
減するエコ商品とし
て評価されていま
す。

デイリーフーズ株式会社
代　　ද　代ද取క　ᅳٛ৴
　　業　���0（昭和��）年�月
ࢿ ຊ ۚ　�000ສԁ
ຊ　　社　౦ژઍ代ా۠֎ਆా��2��
長野場　Պࡔ܊ொ上ฏ��3�
　　　　　5&-�026���2�36��　'"9�026���2�36�0
事業内༰　 ֤ छՌ࣮、ࡊのՃのൢച、和༸

՛ࢠ・ύン・ྫྷ՛の֤छݪ料ٴͼਗ਼ྋҿ料
のൢച、৯用༉ࢷのൢച ͦのଞ

素材そのものを活かした商品

高圧処理装置

技術などでの受賞多数

ビニールハウスで栽培研究

副会長
髙松　宏
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人と環境にやさしい自社ブランド循環型エコ商品で
新たな販路開拓を目指す。
࡞Ո۩ͰݐஙࣄͷҰཌྷΛ୲͏

　ミツルヤ製作所の創業
は1900年。繭の糸を紡
ぐ座繰器の製造を主力と
し、明治・大正・昭和と
世界を席巻した日本の製
糸業の発展を支えました。
　その後、ステンレス製
の流し台を手がけたのを
きっかけに住宅用木工製
品へシフト。公共施設等
の造作家具の製造、施工
を主体に建築工事の一翼
を担っています。2011
年に本社・工場を現在地
に移転。広々とした家具
販売スペースを併設し、
オーダー家具から世界の
一流ブランドまでクオリティーの高い品揃えによ
り、より豊かなライフスタイルを提案しています。
　田中徹社長は「今後力を入れていきたいのは個
人向けオーダー家具をデザインから製作していく
こと。より豊かな暮らしのための家具づくりを目
指しています」と話します。
　一方、10年ほど前から手がけているのが、使用
済み食品トレー等のリサイクル樹脂素材（ポリス
チレン）を100％使用した再生発泡ポリスチレン
樹脂製家具「リポスファーニチャー」です。雨や紫
外線に強く、割れや色落ち、トゲやささくれなど
の劣化がない屋外用オーダー家具として自社ブラ
ンド商品化。主力の保育園の下足入れは情報・オ
フィス関連の大手専門商社のカタログにも掲載さ
れ、新たな販路開拓につながっています。

ʮϦϙεϑΝʔχνϟʔʯͰಛڐ

　もっともリポスファーニチャーの板材は生産ロ
スが大きく、コスト高が難点。品質が安定しない
ことから納期遅延の問題も抱えていました。
　同社では短納期化と多品種小ロット生産に対応
するため、平成24年度ものづくり補助金を活用。
新たに金型３種を製作し生産スピード向上とロス

低減に取り組み、
2017年には特許を
取得しました。
　「取り組み成果は
表れていますが、板
材の品質安定が難し
い」。当初から開発
を主導してきた禰津
吉通専務はそう話し、
こう続けます。「幅350ミリ・厚さ20ミリの大き
さの板材は当社しか作れません。生き残るために
は自社ブランド、しかも他社にマネできないもの
が必要。さらに開発を続けていきたい」
　低価格の家具が人気を集める中、長く使えるワ
ンランク上の家具づくりを進める同社。同専門商
社、安曇野市と共同で、松枯れ病で伐採された地
域の松材を使用した学校用机を試作するなどのユ
ニークな取り組みも行っています。
　「使い捨ての家具を売るのではなく、良いもの、

本物を売るのが当
社の使命。その姿
勢は今後もずっと
持ち続けたいと
思っています」。
田中社長はそう結
びました。

ʣࢢॴʢদຊ࡞ձࣾϛπϧϠࣜג

株式会社ミツルヤ製作所
代　　ද　代ද取క社長　ా中　ప
　　業　��00（໌33࣏）年�月
ࢿ ຊ ۚ　��00ສԁ
ຊ　　社　দຊࢢ野ߔ木������
　　　　　5&-�0263�2���333　'"9�0263�26�����
事業内༰　 ݐங事、木Ո۩・ݐஙۚٴͼ߯ߏ

事、ΤΫεςϦΞの企ը・ࢪ・
ൢച、Ո۩・ΠンςϦΞٴͼՈఉ用日
用ࡶ՟の・ൢച

「リポスファーニチャー」の板材と製品

原料となるリサイクル樹脂素材（ポリスチレン）

家具販売スペース「＋VITA」

公共施設等の造作家具
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　�　昨年４月から事業承継をテーマに、親族内承継、
従業員承継、第三者承継の３つの類型毎に手続や具
体的対応方法について、長野県弁護士会中小企業法
律支援センターのメンバーが毎月連載してまいりま
した。本年度は長野県内でも事業承継ネットワーク
が構築され、各機関で事業承継支援の活動が活発化
し、事業承継に関するご相談が徐々に増加しています。

　�　今回は、まとめとして、身近なご相談事例を交え、
事業承継の成功例、失敗例をご紹介したいと思います。

̎　ঝܧͷέーε
　�　電子部品の製造業の会社を営むＡ氏は、大手メー
カーに勤務する二女の夫のＢ氏に、会社を継がせる
ことにしました。会社を受け継ぐことにしたＢ氏は、
メーカーを退職して、Ａ氏の会社の取締役に就任し
会社で働き始めました。ところが、しばらくしてＡ
氏が持株の譲渡や遺言書を作成しないまま急死し、
Ｂ氏の力量に疑問を感じていた経理部長の長女とＢ
氏の間で経営権をめぐるトラブルが発生しました。
株式の３分の１を保有するＡ氏の妻が長女の側につ
いたため、孤立したＢ氏は会社を辞めざるを得なく
なりました。Ｂ氏は会社に入る前に、Ａ氏に親族の
説得と承継対策を取ってもらうべきであったと悔や
んでいます。計画性を欠くなし崩し的な親族内承継
は、家族の幸せを奪うことがあります。事業承継の
方針を関係者間で明確にして紛争の芽を摘みつつ、
計画的に実行することが大切だと感じた事例です。

̏　ै業һঝܧͷέーε
　�　保険代理店業等の会社を営む70代のＣ氏は、周囲
の経営者たちが引退する中、自身も引退を考えるよ
うになりました。親族に後継者がいなかったため、
金融機関や支援機関などを通じて会社の譲渡先を探
しましたが、数年かけても見つかりませんでした。
Ｃ氏は、年若く仕事熱心な従業員のＤ氏に会社を引
き継がないかと打診しました。Ｄ氏は、引き継ぐ意
欲はありましたが、買収資金を用意できず、承継は
困難と思われました。しかし、優良顧客を抱え地元
で知名度がある会社を廃業する訳にはいかないと考

えたＣ氏は、専門家と相談し、Ｄ氏との間で金銭消
費貸借契約を結んで個人的に買収資金を貸し付ける
ことにしました。貸付金にはＣ氏は退職慰労金を充
てました。その後、Ｃ氏は、会長（取締役ではあり
ません。）となって、Ｄ氏を応援しながら引退後の生
活を送っています。事業はスムーズに引き継がれ、
経営者保証も金融機関の理解を得て解除してもらい
ました。貸付金は今のところＤ氏から順調に返済さ
れ、長期分割払いのリスクはあるものの、何より会
社を残すことができました。レアケースではありま
すが、諦めずにあらゆる手段を尽くすＣ氏の姿勢が
廃業を回避した事例です。

̐　ୈऀࡾঝܧͷέーε
　�　食品加工業の会社を営むＥ氏は、人手不足対策の
ため過大な設備投資を行ったことなどが原因となり、
資金繰りに窮するようになりました。厳しい中で、
自社で後継者として稼働する甥に事業を承継させる
ことができないか悩んでいたところ、顧問税理士の
紹介で他県のコンサルタントから、甥に第二会社を
作らせ、金融機関に秘して、主力事業を譲渡するこ
とを提案されました。資金ショートが目前に迫った
Ｅ氏は急いで知人に頼んで第二会社を設立してもら
い、工場設備を含む主力事業を極めて低額で譲渡し、
甥が実質的経営者となりました。さて、その後この
会社はどうなったでしょうか。事業譲渡を知った金
融機関は激怒し、Ｅ氏の会社は破産となり、破産管
財人は事業譲渡を取り消す否認権を行使しました。
幸いスポンサー企業が見つかり事業は守られました
が、Ｅ氏は財産を不利益に処分したとして破産詐欺
罪に問われる事態となりました。債権者である金融
機関の理解を得ない事業譲渡は極めて危険な手段で
あり、事前に専門家への相談が必要であった事例と
いえます。

̑　͓ΘΓʹ
　�　３つの事例を通じ、事業承継においてどのような
ことを注意するべきか、お考えいただけましたでしょ
うか。

　�　正しい基礎知識を持つこと、予想されるトラブル
を回避するため計画的に手続を踏んで実行すること
が大切です。そして、専門家の適切な支援を受ける
ことも成功の秘訣といえます。国が事業承継対策に
本腰を入れ、支援体制の充実が図られているこの機
会を活かし、大切に育ててきた事業を未来に送り出
していただきたいと思います。

「事業承継」まとめ

弁護士　丸 田　由 香 里（長野市）

ห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷห࢜ޢͷ

　先月号での「弁護士の話」において誤りがございました。
　執筆者を「弁護士・弁理士　中山耕平（長野市）」と掲載いたしました
が、正しくは「弁護士　中山耕平（長野市）」でした。
　関係者の皆様に謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正させていただきます。

お詫びと訂正
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メルマガ登録から健康づくりを始めよう♪ 

毎月 10日に健康情報配信中！ 

登録はこちらから→→→ 

ฏ313݄ʢ݄̐ೲʣʙͷ

ฏ313݄ʙ

ฏ313݄ʙ

9.�9ˋ

1.�3ˋ

9.�1ˋ

1.5�ˋ

հޢอݥྉҾ্͛とͳΓ·͢ɻ

ͳ͓ɺฏ��ͷಓ͝ݝとͷ݈߁อݥྉɺࢧ෦ผに�ʮҾ্͛ʯ�ʮਾஔ͖ʯ�ʮҾԼ͛ʯ�に͔Ε·͢ɻ
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ᶃ ෆ߹ཧͳ۰ࠩΛͳͨ͘͢Ίͷنఆͷඋ

　

※１パートタイム労働者だけでなく、有期雇用労働者も法の対象に含まれることになりました。
　　法律の名称も、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（いわゆる「パートタイム・
　　有期雇用労働法」）に変わります。

2020年４月̍日ߦࢪ
（தখۀاʹ͓͚ΔύʔトタΠϜɾ༗ޏظ༻࿑ಇ๏ͷద༻ɺ2021年4月̍日）

վਖ਼ͷ֓ཁ

　ඇਖ਼ޏن༻࿑ಇ （ऀύʔトタΠϜ࿑ಇऀɺ༗ޏظ༻࿑ಇऀ˞̍ɺ
　ݣ࿑ಇऀ）ʹ ͍ͭͯɺҎԼͷᶃʙᶅΛ౷Ұతʹඋ͠·͢ɻ

ಇ͖ํվֵؔ࿈๏ཱ͕͠·ͨ͠
ਖ਼ن雇用࿑ಇऀͱඇਖ਼ن雇用࿑ಇऀͷؒͷ

ෆ߹ཧͳ۰͕ࠩ͞ࢭېΕ·͢ʂ

ಉҰۀاʹ͓͍ͯɺਖ਼ޏن༻࿑ಇऀͱඇਖ਼ޏن༻࿑ಇऀͱͷؒͰɺجຊڅ༩
ͳͲͷݸʑͷ۰͝ͱʹɺෆ߹ཧͳ۰ࠩΛઃ͚Δ͜ͱ͕͞ࢭېΕ·͢ɻ
ΨΠυϥΠン˞２Λࡦఆ͠ɺͲͷΑ͏ͳ۰͕ࠩෆ߹ཧʹͨΔ͔Λ໌֬ʹࣔ͠·͢ɻ

ඇਖ਼ޏن༻࿑ಇऀɺ「ਖ਼ࣾһͱͷ۰ࠩͷ༰ཧ༝」ͳͲɺࣗͷ۰ʹ͍ͭͯ
આ໌ΛٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·͢ɻ
Ί͕͋ͬͨ߹ɺઆ໌Λ͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻٻ࿑ಇऀ͔Β༺ޏنओɺඇਖ਼ۀࣄ

ಓݝ࿑ಇہʹ͓͍ͯɺແྉɾඇެ։ͷฆ૪ղܾखଓ͖Λ͍ߦ·͢ɻ
ʹ「۰ࠩͷ༰ɾཧ༝」「۰ߧۉ」 ؔ͢Δઆ໌ʹ͍ͭͯɺߦ"%3ͷରͱ
ͳΓ·͢ɻ

※２いかなる待遇差が不合理であり、いかなる待遇差は不合理なものでないかを示した「同一労働同一賃金ガイドラ
イン」が2018年12月に策定されました。

　　（詳しくはこちら）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

※４事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

下記３点の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止します。
①職務内容※３、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情

下記２点が同じ場合、差別的取扱いを禁止します。
①職務内容※３、②職務内容・配置の変更の範囲
※３職務内容とは、業務の内容＋責任の程度をいいます。

ఆن۰ߧۉ
（不合理な待遇差の禁止）

ఆن۰ۉ
（差別的取扱いの禁止）




ᶄ ࿑ಇऀʹର͢Δ۰ʹؔ͢Δઆ໌ٛͷڧԽ

ᶅ ߦʹΑΔۀࣄओͷॿݴɾࢦಋ
ఆͷඋ˞４نͷ　（"%3ߦ）֎ฆ૪ղܾखଓࡋ 　
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・正社員の待遇を不利益に変更する場合は、原則として労
使の合意が必要であり、就業規則の変更により合意なく
不利益に変更する場合であっても、その変更は合理的な
ものである必要がある。ただし、正社員と非正規雇用労
働者との間の不合理な待遇差を解消するに当たり、基本
的に、࿑ͷ߹ҙͳ͘ਖ਼ࣾһͷ۰ΛҾ͖Լ͛Δ͜ͱは
·͍͠ରԠͱは͍͑ͳ͍ɻ
・雇用管理区分が複数ある場合（例：総合職、地域限定正
社員など）であっても、ͯ͢ͷ雇用ཧ۠ʹଐ͢Δ
ਖ਼ࣾһͱͷؒͰෆ߹ཧͳ۰ࠩͷղফ͕ٻΊΒΕΔɻ
・正社員と非正規雇用労働者との間で৬ͷ༰Λ
ͨ͠߹Ͱ͋ͬͯɺਖ਼ࣾһͱͷؒͷෆ߹ཧͳ۰ࠩͷ
ղফ͕ٻΊΒΕΔɻ

ᶄ　༩
・Ϙーφεʢ༩ʣであって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、
違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

ᶆ　རްੜɾڭҭ܇࿅
・食堂、休憩室、更衣室といったརްੜࢪઃの利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、ٳீܚՋ、
健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。
・පٳؾ৬については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの
期間を踏まえて同一の付与を行わなければならない。
・法定֎ͷ༗ٳڅՋͦͷଞͷٳՋであって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同
一の付与を行わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期
間を評価することを要する。
࿅であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であ܇ҭڭ・
れば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

ᶃ　جຊڅ
、が、労働者の能力又は経験に応じて支払うものڅຊج・
業績又は経験に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支
払うものなど、そのझࢫɾੑ͕༷֨ʑͰ͋Δ࣮ݱΛೝΊ
্ͨͰɺͦΕͧΕͷझࢫɾੑ֨ʹরΒͯ͠ɺ࣮ଶʹҧ͍
͕ͳ͚ΕಉҰͷɺҧ͍͕͋Εҧ͍ʹԠͨ͡څࢧΛߦ
Θͳ͚ΕͳΒͳ͍ɻ
・ঢڅであって、労働者の勤続による能力の向上に応じて
行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違
いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。

ᶅ　֤छख
・৬खであって、役職の内容に対して支給するも
のについては、同一の内容の役職には同一の、違い
があれば違いに応じた支給を行わなければならない。
・そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給
されるಛघ࡞業ख、交替制勤務などに応じて支給
されるಛघۈख、業務の内容が同一の場合のਫ਼
օۈख、正社員の所定労働時間を超えて同一の時
間外労働を行った場合に支給されるؒ࣌֎࿑ಇख
ͷׂ૿、深夜・休日労働を行った場合に支給され
るਂɾٳ࿑ಇखͷׂ૿ɺ௨ۈखɾग़ுཱྀඅ、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の
৯ࣄख、同一の支給要件を満たす場合の୯ෝ
ख、特定の地域で働く労働者に対する補償として
支給するҬख等については、同一の支給を行わ
なければならない。

　■パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ
　　長野࿑ಇڥ༺ޏہɾۉࣨ　ࢢதޚॴ������　5&-�������������

「ಉҰ࿑ಇಉҰۚΨΠυϥΠン」ͷ֓ཁ
（時ؒɾ༗ޏظ༻࿑ಇऀٴͼݣ࿑ಇऀʹର͢Δෆ߹ཧͳ۰ͷࢭېʹؔ͢Δࢦ）

○このガイドラインは、ਖ਼ࣾһ（無期雇用フルタイム労働者）ͱඇਖ਼ن雇用࿑ಇ （ऀパートタイム労働者・
有期雇用労働者・派遣労働者）ͱͷؒͰ、待遇差が存在する場合に、͍͔ͳΔ۰͕ࠩෆ߹ཧͳͷ
Ͱ͋Γɺ͍͔ͳΔ۰ࠩはෆ߹ཧͳͷͰͳ͍ͷ͔、原則となる考え方と具体例を示したもの。
○基本給、昇給、ボーナス（賞与）、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等につ
いても記載。
○このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場
合についても、不合理な待遇差の解消等が求められる。このため、֤ࣾͷ࿑ʹΑΓɺݸผ۩ମͷ
͍ͯ͘͜͠ͱ͕·ΕΔɻ͍ٞͯͭʹܥʹԠͯ͡۰ͷମࣄ

ෆ߹ཧͳ۰ࠩͷղফʹͨΓɺ࣍ͷʹཹҙɻ ΨΠυϥΠンͷߏ

ํ͑ߟଇͱͳΔݪ

Ͱ૪͍ಘΔ法උࡋ

۩ମྫ
ʢͱͳΒ
ͳ͍ྫʣ

۩ମྫ
ʢͱͳΔྫʣ
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◎理　事　会

◎通常総代会

※理事・総代の皆様には予め日程調整をお願いいたします。詳細につきましては後日ご案内をお送りいたします。

2019年度  長野県中小企業団体中央会
理事会・通常総代会開催のお知らせ

日時  2019年４月24日（水） 午後０時30分  場所  長野市 「ホテル信濃路」

日時  2019年５月23日（木） 午後２時　　　 場所  長野市 「ホテルメトロポリタン長野」

M O N T H L Y  R E P O R T

知恵と力を合わせて信州を元気に

第50�号　平成31年３月10日ൃ行
ಡ料年間ߪ 3,000 円（ফඅ税・ૹ料ࠐΈ）
発行人　佐々木正孝

発行所　長野県中小企業団体中央会
　　　　長野ࢢ中ޚ所Ԭ田町 131-10
　　　　長野県中小企業会館内４'
　　　　TEL.026-22�-11�1
印刷所　カシヨ株式会社

月
刊中小企業レポート

2019

3
No.508

☆働きやすい職場環境づくり
を果「ͷࣾձత（ＣＳＲ）ۀا」　
たすとともに「あらゆる差別の撤廃と
ਓڭݖҭͷਪਐ」に邁進しましょう。

地球に優しい企業人の皆様へ
ʠ ͋ ͳͨʹͰ͖Δɻ
　  ϥΠϑελΠϧͷݟ͠Ͱɺ
　　　̍ਓ̍̍LH ͷ $0� ʡݮ

　産業雇用安定センターは、昭和62年３月、労働省（当時）と経済・産業団体の協力で発足し、
以来30年以上「失業なき労働移動」に取り組み、人材紹介を無料で行っています。

■求人の企業様には、当センター登録の人材をご紹介します。

■出向受入をお考えの企業様には、出向送出企業様をご紹介します。

■自己都合・会社都合の退職者への再就職協力ができます。企業様からのご依頼で対応します。
　※人材・企業様の情報は、不利益にならないように慎重に対応します。

〒380-0921
長野県長野市栗田源田窪1000-1　
長栄長野東口ビル３階
公益財団法人 産業雇用安定センター
長野事務所

（長野駅東口徒歩約５分）
TEL 026-229-0555
FAX 026-229-0333
http://www.sangyokoyo.or.jp

ご利用無料

　　　公益財団法人産業雇用安定センターは
全国ネットで人材紹介します!!
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